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米
政
策
と
経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し
に
対
す
る
意
見
書

国
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日
に
「
農
林
水
産
業･

地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
産
業

政
策
と
地
域
政
策
を
車
の
両
輪
と
し
て
、
農
業
農
村
全
体
の
所
得
を
今
後
十
年
間
で
倍
増
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
、
政
策
の
展
開
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し
で
は
、
米
の
直
接
支
払
交
付
金
は
平
成
二
十
六
年
産
か
ら
は
半
額
と
な
り
、

平
成
三
十
年
産
か
ら
廃
止
し
、
畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金
の
交
付
対
象
者
は
認
定
農
業
者
・
集
落
営
農
組

織
・
認
定
就
農
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
の
生
産
調
整
は
五
年
後
を
目
途
に
、
行
政
に
よ
る
生
産

数
量
目
標
の
配
分
に
頼
ら
ず
生
産
者
や
集
荷
業
者
・
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
需
給
に
応
じ
た
生
産
が
行
え
る

状
況
に
な
る
よ
う
、
行
政･

生
産
者
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
米
の
生
産
調
整
に
あ
っ
て
は
四
十
年
以
上
続
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
生
産
者
と
農
業
団
体
だ

け
の
判
断
で
は
米
の
価
格
が
不
安
定
と
な
り
、
構
造
改
革
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
大
規
模
農
家
や
集
落
営
農

組
織
の
経
営
安
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
中
山
間
地
域
を
多
く
抱
え
る
本
県
で
は
、

鳥
獣
被
害
対
策
や
圃
場
管
理
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
国
で
提
唱
さ
れ
る
米
の
生
産
コ
ス
ト
四
割
削
減
の
実
現
が

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
農
家
所
得
の
低
減
は
耕
作
意
欲
の
減
退
な
ど
地
域
社
会
へ
与
え

る
影
響
が
大
き
く
な
る
こ
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
早
急
に
措
置
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

米
の
生
産
調
整
を
地
方
に
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
政
府
が
米
を
は
じ
め
と
す
る
主
要
作
物
の
需
給

と
価
格
に
つ
い
て
責
任
を
持
つ
米
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
。

二

生
産
コ
ス
ト
の
削
減
に
つ
い
て
は
、
品
種
の
開
発
や
圃
場
管
理
の
省
力
化
技
術
の
開
発
、
生
産
資
材
費

の
低
減
な
ど
経
済
界
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
り
、
関
係
者
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
が
で
き
る
よ
う
、
早

急
に
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

三

経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
交
付
対
象
者
を
担
い
手
に
限
定
せ
ず
、
農
業
所
得
の
向
上

に
つ
な
が
る
政
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
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